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　現行法で規定する時限措置の延長等を盛り込んでいるため、特
定の期日までに成立しないと時限措置の期限切れとなり国民生活
に支障をきたす法案。税法の場合、租税特別措置法で主に景気対
策の政策税制として2、3年間だけ適用する等の規定をしており、
年度末に期限切れとなる措置が多くあります。

日切れ法案

3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH
21日・春分の日
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国　税／ 平成30年分所得税の確定
申告 2月16日～3月15日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月15日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月15日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月11日

国　税／ 個人事業者の平成30年分
消費税の確定申告 4月1日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 4月1日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 4月1日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 4月1日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月15日

こぶし



３月号─2

　

二
〇
一
九
年
（
平
成
三
十
一
年
）

度
税
制
改
正
で
は
、
今
年
十
月
の
消

費
税
率
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
に
伴
う

駆
け
込
み
需
要
と
そ
の
反
動
を
抑
え

る
こ
と
に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
消
費
税
率
引
上
げ
分
の
税

収
に
つ
い
て
は
、
教
育
負
担
の
軽
減
・

子
育
て
層
支
援
・
介
護
人
材
の
確
保

等
と
財
政
再
建
に
、
概
ね
半
分
ず
つ

充
当
す
る
方
針
の
よ
う
で
す
。

　

以
下
、
主
な
改
正
項
目
の
ポ
イ
ン

ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

【
改
正
項
目
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

　

主
な
改
正
項
目
の
適
用
時
期
は
、

次
頁
表
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
前
年
以
前
の
改
正
で
適
用

時
期
が
今
年
以
降
と
な
る
項
目
も
記

載
し
て
い
ま
す
。

Ⅰ　

個
人
所
得
課
税

１　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
住
宅
借
入

金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額

の
特
別
控
除
）
の
特
例
の
創
設

　

個
人
が
、
住
宅
の
取
得
等
（
消
費

税
等
の
税
率
が
一
〇
％
で
あ
る
場
合

の
住
宅
の
取
得
等
に
限
る
）を
し
て
、

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
か
ら
二
〇
二

〇
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

居
住
し
た
場
合
、
減
税
期
間
を
十
年

間
か
ら
十
三
年
間
に
延
長
す
る
措
置

が
行
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
延
長
と
な
る
十
一
年
目
か

ら
十
三
年
目
ま
で
の
各
年
の
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
額
は
、
次
の
区
分
に
応
じ

た
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
金

額
と
な
り
ま
す
。

●
一
般
の
住
宅

・
住
宅
借
入
金
等
の
年
末
残
高
（
四
、

〇
〇
〇
万
円
を
限
度
）
×
一
％

・〔
住
宅
の
取
得
等
の
対
価
の
額
又
は

費
用
の
額

－

当
該
住
宅
の
取
得
等

の
対
価
の
額
又
は
費
用
の
額
に
含

ま
れ
る
消
費
税
額
等
〕（
四
、
〇
〇

〇
万
円
を
限
度
）
×
二
％
÷
三

●
認
定
長
期
優
良
住
宅
及
び
認
定
低

炭
素
住
宅

・
住
宅
借
入
金
等
の
年
末
残
高
（
五
、

〇
〇
〇
万
円
を
限
度
）
×
一
％

・〔
住
宅
の
取
得
等
の
対
価
の
額
又
は

費
用
の
額

－

当
該
住
宅
の
取
得
等

の
対
価
の
額
又
は
費
用
の
額
に
含

ま
れ
る
消
費
税
額
等
〕（
五
、
〇
〇

〇
万
円
を
限
度
）
×
二
％
÷
三

２　

森
林
環
境
税
（
仮
称
）
の
創
設

　

国
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
一
人

当
た
り
年
額
一
、〇
〇
〇
円
の
森
林
環

境
税
（
仮
称
）
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

適
用
は
二
〇
二
四
年
度
か
ら
で
、
税

収
は
森
林
の
伐
採
や
木
材
利
用
促
進

等
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

３　

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
個

人
住
民
税
の
非
課
税
措
置
の
拡
大

　

未
婚
の
ひ
と
り
親
の
税
負
担
軽
減

の
た
め
、
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

で
前
年
の
年
収
が
約
二
〇
四
万
円（
年

間
合
計
所
得
一
三
五
万
円
）
以
下
の

ひ
と
り
親
に
つ
い
て
は
、
未
婚
で
も

住
民
税
が
非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。

Ⅱ　

資
産
課
税

１　

個
人
事
業
者
の
事
業
用
資
産
に

係
る
納
税
猶
予
制
度
の
創
設

　

認
定
相
続
人
・
受
贈
者
が
二
〇
一

九
年
一
月
一
日
か
ら
二
〇
二
八
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
相
続

等
又
は
贈
与
に
よ
り
特
定
事
業
用
資

産
を
取
得
し
、
事
業
を
継
続
し
て
い

く
場
合
に
は
、
担
保
の
提
供
を
条
件

に
、
そ
の
認
定
相
続
人
等
が
納
付
す

べ
き
相
続
・
贈
与
税
額
の
う
ち
、
取

得
し
た
特
定
事
業
用
資
産
の
課
税
価

格
に
対
応
す
る
相
続
税
等
の
納
税
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。

「
特
定
事
業
用
資
産
」
と
は

　

土
地
は
四
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
ま
で
の
部
分
、
建
物
は
床
面

積
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で

の
部
分
、
建
物
以
外
の
減
価
償

却
資
産
は
固
定
資
産
税
又
は
営

業
用
と
し
て
自
動
車
税
若
し
く

は
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
に

な
っ
て
い
る
も
の
で
、
貸
借
対

照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
。

　

な
お
、
認
定
相
続
人
等
が
死
亡
し

た
時
ま
で
資
産
を
保
有
し
て
事
業
を

継
続
し
た
場
合
等
は
、
猶
予
税
額
の

全
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

２　

教
育
、
結
婚
・
子
育
て
資
金
贈

与
の
非
課
税
制
度
の
見
直
し

　

祖
父
母
や
両
親
の
資
産
を
早
期
に

若
年
世
代
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
経
済
活
性
を
図
る
目
的
で
創
設
さ

れ
て
い
る
教
育
、
結
婚
・
子
育
て
資

金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈

2019年度

平成31年度

税
制
改
正

（
案
）の

ポ
イ
ン
ト
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与
税
の
非
課
税
制
度
の
適
用
期
限
が

二
年
延
長
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
信

託
等
を
す
る
日
の
前
年
の
受
贈
者
の

合
計
所
得
金
額
が
一
、〇
〇
〇
万
円

を
超
え
る
場
合
は
適
用
で
き
ま
せ
ん
。

３　

相
続
税
に
お
け
る
配
偶
者
居
住

権
等
の
評
価
額

　

民
法（
相
続
関
係
）改
正
に
伴
い
、

相
続
税
に
お
け
る
配
偶
者
居
住
権
等

評
価
額
を
、
次
の
算
式
で
求
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

●
配
偶
者
居
住
権

　

建
物
の
時
価

－

建
物
の
時
価
×（
残

存
耐
用
年
数

－

存
続
年
数
）
／
残

存
耐
用
年
数
×
存
続
年
数
に
応
じ

た
民
法
の
法
定
利
率
に
よ
る
複
利

現
価
率

●
配
偶
者
居
住
権
が
設
定
さ
れ
た
建

物（
以
下「
居
住
建
物
」と
い
う
。）

の
所
有
権

　

建
物
の
時
価

－

配
偶
者
居
住
権
の

価
額

●
配
偶
者
居
住
権
に
基
づ
く
居
住
建

物
の
敷
地
の
利
用
に
関
す
る
権
利

　

土
地
等
の
時
価

－
土
地
等
の
時
価

×
存
続
年
数
に
応
じ
た
民
法
の
法

定
利
率
に
よ
る
複
利
現
価
率

Ⅲ　

法
人
課
税

１　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
た
め

の
研
究
開
発
税
制
の
見
直
し

　

さ
ら
な
る
生
産
性
の
向
上
に
向
け

て
試
験
研
究
費
の
税
額
控
除
の
上
限

が
法
人
税
額
の
四
〇
％
（
現
行
二
五

％
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

２　

法
人
事
業
税
の
改
正

　

近
年
、
地
方
税
収
が
全
体
と
し
て

増
加
す
る
中
で
、
地
域
間
の
財
政
力

格
差
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

通
常
の
法
人
事
業
税
を
引
き
下
げ
る

代
わ
り
に
、
国
税
の
特
別
法
人
事
業

税
（
仮
称
）
が
創
設
さ
れ
、
全
国
レ

ベ
ル
で
の
調
整
が
図
ら
れ
ま
す
。

３　

中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
率
の

軽
減
特
例
の
延
長

　

中
小
企
業
者
等
に
お
い
て
は
、
各

事
業
年
度
の
所
得
金
額
の
う
ち
年
八

〇
〇
万
円
以
下
の
金
額
に
つ
い
て
、

租
税
特
別
措
置
に
よ
る
一
五
％
の
軽

減
税
率
（
本
則
の
軽
減
税
率
は
一
九

％
）
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
制
度
の
適
用
期
限
が
二
年
延
長

さ
れ
ま
す
。

４　

仮
想
通
貨
の
評
価
方
法
の
見
直

し

　

法
人
が
有
す
る
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な

ど
の
仮
想
通
貨
の
評
価
方
法
に
つ
い

て
、
時
価
法
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

Ⅳ　

消
費
課
税

自
動
車
課
税
の
見
直
し

　

二
〇
一
九
年
十
月
一
日
以
後
に
新

車
登
録
を
受
け
た
自
家
用
車
を
対
象

に
、
排
気
量
に
応
じ
て
自
動
車
税
が

一
台
あ
た
り
年
一
、〇
〇
〇
円
か
ら

四
、五
〇
〇
円
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、自
動
車
取
得
税
が
廃
止
さ
れ
、

「
環
境
性
能
割
」
が
二
〇
一
九
年
十
月

一
日
か
ら
導
入
さ
れ
ま
す
。

Ⅴ　

納
税
環
境
整
備

１　

番
号
が
付
さ
れ
た
証
券
口
座
情

報
の
効
率
的
利
用

　

二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
）
が
付
さ
れ
た
証
券
口
座
に
係

る
顧
客
情
報
を
税
務
上
効
率
的
に
利

用
で
き
る
よ
う
見
直
さ
れ
ま
す
。

２　

ふ
る
さ
と
納
税
の
見
直
し

　

過
度
な
返
礼
品
競
争
が
問
題
と
な

っ
た
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
つ
い
て
、

返
礼
品
を「
寄
附
額
の
３
割
以
下
」、「
地

場
産
品
」
に
す
る
こ
と
が
制
度
適
用

の
指
定
条
件
と
な
り
ま
す
。
二
〇
一

九
年
六
月
以
降
の
寄
附
か
ら
適
用
と

な
り
ま
す
。

改正項目タイムスケジュール
（〇減税、●増税、△どちらともいえない）

2019年 １月 ● 国際観光旅客税法施行、日本人・外国人ともに
出国時に1,000円徴収

〇 個人事業者が事業用の建物や宅地などを後継者
に引き継ぐ際、相続税や贈与税の納税を猶予

4月 ● 教育、結婚・子育て資金の贈与について、2年
間延長されるが、所得制限が導入される

6月 △ ふるさと納税の返礼品割合等の厳格化

10月 ● 消費税率引上げ（8％→10％）

〇 消費税の軽減税率（8％）の適用

〇 消費税10％適用の住宅購入者は減税期間を10
年間から13年間に

〇 消費税率10％で購入した新車の自動車税を最大
年4,500円引き下げ

〇 自動車取得税を廃止し、環境性能割を導入

△ 法人事業税の見直し

2020年 １月 ● 所得税改革、年収850万円超の会社員は増税

〇 多様な働き方に対応、基礎控除10万円引上げ

● 給与所得控除及び公的年金等控除10万円引下げ

4月 △ 大企業は法人税・消費税等の電子申告義務化

△ 個人番号等が付された証券口座情報の効率的運
用開始

2024年 ● 森林環境税（仮称）導入

2026年 10月 △ ビール系飲料の税率統一
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　e-Taxを利用すると、申告の受付結果や申
告に関するお知らせ等はe-Taxのメッセー
ジボックスに届きます。このメッセージボ
ックスについて、従来は利用者識別番号と
暗証番号があれば閲覧することができまし
たが、セキュリティ対策の観点から、個人
納税者に係るe-Taxのメッセージボックス
の閲覧については、平成31年１月以降、原
則としてマイナンバーカード等の電子証明
書が必要になりました。また、それ以前の
メッセージを閲覧する際にも電子証明書が
必要となりました。
　電子証明書がない場合には、メッセージ
ボックス一覧を表示することは可能です
が、原則としてメッセージには鍵マークが
付いており、閲覧することができません。
なお、①所得税徴収高計算書の提出、②納
付情報登録依頼、③納税証明書の交付請求

（税務署窓口での交付分）の３手続につい
ては、電子証明書がなくても閲覧が可能で
あり、メッセージに鍵マークが付くことは
ありません。
　平成31年１月以降は、税理士等に申告
書の作成等を依頼し、税理士等が代理送信
する場合においても、納税者が本人のメッ
セージボックスを閲覧するためには、原則
として電子証明書が必要になりました。し
かし、この場合、個人納税者が電子証明書
を取得していない場合には、予定納税額等
の確認がしづらくなります。
　そのため、税理士との委任関係を登録す
ることで、納税者本人のメッセージボック
スに格納される「申告のお知らせ」を納税
者が委任する税理士のメッセージボックス
に転送することができる機能が、e-Tax上
で提供されています。

e-Taxのメッセージボック
スのセキュリティ強化

　給与所得者で、給与所得及び退職所得以
外の所得の金額の合計額が20万円以下で
ある場合など一定の要件に該当する場合に
は、確定申告をしなくてもよいこととされ
ています。この場合の「給与所得及び退職
所得以外の所得金額」は、確定申告書の提
出等を要件として適用される特例等を適用
しないで計算した所得金額をいいます。
　そのため、確定申告書等の提出がその適
用要件とされている青色申告特別控除（65
万円）後の不動産所得金額が20万円以下と
なる場合は、青色申告特別控除を適用しな
いで算定した金額が20万円超となるため、
確定申告書の提出が必要となります。
　なお、10万円の青色申告特別控除額を適
用する場合には、確定申告書の提出が要件
とされていないことから、控除適用後の所
得金額が20万円以下となれば、確定申告書
の提出は必要ないこととなります。

不動産所得等がある給与所得
者の確定申告の要否の判定　
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続
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貸
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す
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車
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動
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受
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。
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す
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、
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す
。

　
そ
の
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め
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有
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そ
の
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と
し
て
の
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額

に
よ
り
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価
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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